
【Ｐｌａｎ - 計画】

（２）事務事業の概要
□ ■ 昭和 年

□ ■ □

■ □

成果指標（単位）、または数値化
できない成果

処理困難物処理量（ｔ）

成果指標等の設定理由
不法投棄の啓発や河川美化パトロールにより不法投棄を減らすため、廃乾電池、廃家電、
廃タイヤ、廃バイクの処理量の総量を成果指標とする。

目標値設定の考え方 平成１７年度実績１６１ｔから５年間で２０ｔの減量を目標とする。

目
的

対象（誰（何）のために） 町民

意図（どのような状態にした
いのか）

処理困難物の処理体制の充実を図り、快適な生活環境を維持する。

（４）成果指標

（３）事務事業の目的

項 廃棄物の適正処理

事業
内容

町が不燃ごみとして家庭より収集する一般廃棄物
のうち廃乾電池、廃家電、不法投棄により回収さ
れた廃タイヤ、廃バイクの処理困難物を専門業者
に委託し適正な処理を行う。

小項目 ごみの収集処理対策の推進

細項目 収集処理体制の充実

重点プロジェクト いきいき 環境 にぎわい

事業区分 ソフト事業 ハード事業

寒川町　　平成20年度事務事業評価シート（平成19年度実施事業）

事務事業名 処理困難物処理事業 第１班 第８事業

主管課・担当名 環境課生活美化担当 根拠法令等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

課長 関野　喜由 体系コード 22311-02 科目コード 01-04-02-02-003-02

（１）総合計画上の位置づけ
章 環境と共生したうるおいのあるまちづくり 事業

期間

開始年度 平成

節 環境にやさしいまちづくりを進めます 終了予定年度 －

【Ｄｏ - 実施】

目標 実績 目標 実績 目標 実績

147 145 141

目標 実績 目標 実績 目標 実績

11 11 11

予算 実績 予算 実績 予算 実績

内
訳

投入人員 0.2 0.2 0.20.2

人件費 1,471 1,471 1,465 1,465

平均給与額 7,355 7,355 7,325 7,325

執行率 95.4% 84.2%

その他

直接事業費 11,850 11,301 12,237 10,309

国県支出金
財
源
内
訳

一般財源 11,850 11,301 12,237 10,309

使用料・手数料

（３）事業費　（単位：千円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
指標（単位）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

予算 実績 予算 実績 実績 予算

11不法投棄パトロール（回数） 11 11 11 11

処理困難物処理量（ｔ） 153 155 149 142

平成２３年度

目標 実績 目標 実績 実績 目標

143

数値化できない成果の達成状況

（２）活動指標

　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
指標（単位）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

（１）成果指標

　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
指標（単位）

平成1８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

目標 実績 目標 実績 実績 目標

平成２３年度

153 149 147 145 143 141
目標値

平成1８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

目標値設定の考え方 平成１７年度実績１６１ｔから５年間で２０ｔの減量を目標とする。

訳

総事業費 13,321 12,772 13,702 11,774

平均給与額 7,355 7,355 7,325 7,325



【Ｃｈｅｃｋ - 評価】

（１）前年度評価シートの改善内容の実施状況

（２）事務事業の評価

■

□

□

■

□

□

□

■
成果は十分とはいえ
ない

成果は上がっていな

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により町の自治事務と
定められている。

・町が実施しない場合
の影響は

町が行った方がよい

・町民との協働は進め
ているか

町が行うべき必然性
が低い

有
効
性

対象者の満
足度や事業
の達成度は
どうか(成果

・目標の達成度
・成果の向上
・活動内容は適切か

十分成果が上がって
いる

処理困難物の処理は効果的に行われているが、不法投棄に
対しては、投棄者の意識改革が必要とおもわれる。

妥
当
性

事務事業を
実施する必
要があるの
か

・必要な事務事業か
・事務事業のニーズは
・事務事業の公共性は
･社会環境変化

妥当である 家電や電池が不要になった時は適正な処理を行うため、本事
業は必要である。どちらかと言えば妥

当である

あまり妥当ではない

町が主体と
なって実施
する必要が
あるのか

・町が実施すべき事務
事業か

町が行わなければな
らない

平成１９年度の改善予定 平成１９年度の改善結果

平成１７年度に廃乾電池の処分委託先の変更を行う。 現状維持

評価の視点 評価のポイント 評価 理由

□

■

□

□

【Ａｃｔｉｏｎ - 改善】

（１）事務事業を進めていく上での課題、解決に向けての改善内容

（２）事業の今後の方針（課長による評価）

□ ■ □

□ ■ □

□ ■ □ □

今後も町の施設では適正に処理できない廃棄物を専門業者に委託することにより適正に処理していく。

理由
処理量については、年度によりバラつきが大きいが設定値は適切と考える。

事務事業の方向性 方法改善 現状維持 縮小・廃止・終了 統合

理由
町の施設では適正に処理できない廃棄物を専門業者に委託することにより適正に処理された。

成果指標の目標 高める 設定どおり 下げる

効率性

処理困難物を専門業者に委託して
いるため効果的に行われている。

現状のままとする。 現状のままとする。

活動指標の目標 高める 設定どおり 下げる

妥当性

有効性

不法投棄される廃棄物の量が減少
しない。

不法投棄を減少させるための施策を
検討する。

不法投棄を減少させるための施策
を検討する。

廃家電の収集量が減により、処理にかかる経費も減少し、事
務事業は効率的に行われた。

適切だが改善の余地
がある

効率的でない

課題 平成２０年度 平成２１年度以降

成果は上がっていな
い

効
率
性

事業費に無
駄はないか

・事務事業は効率的に
行われているか
・コストの節減
・実施手法
・受益者負担

適切である

どうか(成果
指標の状況)

・活動内容は適切か

理由・内容
今後も町の施設では適正に処理できない廃棄物を専門業者に委託することにより適正に処理していく。

部長確認 須藤　　武 確認日 2008/10/15


